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令和 6 年度版  支援制度一覧令和 6 年度版  支援制度一覧
おいなんよ！ あなん TOWNおいなんよ！ あなん TOWN

（令和６年４月１日現在）

補助金や助成金など町の支援制度をご紹介します。
詳しくは、担当課（係）に直接お問合せいただくか、町ホームページをご覧ください。

　町では、険しい地形的条件に加え少子高齢化が進む中、農業や生活を守るため、
生産基盤や生活環境基盤の整備・復旧、水道・下水道整備を目的とした各種事業を
実施しています。

令和 7 年度版  支援制度一覧令和 7 年度版  支援制度一覧
おいなんよ！ あなん TOWNおいなんよ！ あなん TOWN

（令和７年４月１日現在）

生産・生活基盤整備事業補助金
（ア）単独災害復旧事業 補助率 個人負担率
　　　田・畑 ９８％  ２％　　
　　　井　水 ９５％  ５％　　
（イ）宅地災害復旧事業 ９０％  １０％　　
（ウ）用水路整備事業 ９５％  ５％　　
（エ）ため池整備事業 ９５％  ５％　　
（オ）道路整備事業 ９０％  １０％　　
（カ）区画整理、暗渠排水等 ９５％  ５％　　
※補助限度額があるものもあります。
　詳しくは11ページ、V-iv生活基盤の欄をご覧ください。

水道施設整備補助金
（ア）町営水道給水管布設事業
　　水道新規加入者の水道本管から量水器までの工事費用の８０％を補助します。
　　２０％をご負担いただきます。
（イ）小規模水道工事等事業
　　町営水道の給水区域外で、井戸など自家用水道の工事費用の９０％を補助します。
　　１０％をご負担いただきます。（宅内の工事は除きます。）
※詳しくは11ページ、Ⅴ-ⅱ上下水道の欄をご覧ください。

下水道施設整備補助金
　下水道新規加入者の自然流下による下水道本管から公共マスまでの
　工事費用の８０％を補助します。２０％をご負担いただきます。
※詳しくは11ページ、Ⅴ-ⅱ上下水道の欄をご覧ください。
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　Ⅴ-ⅵ　交通安全・防犯

問合せ先一覧（電話番号）

事業区分 対象者 問合せ先支援内容

住宅・建築物耐
震改修促進

建設環境課
環境水道係

総務課
危機管理
防災係

①既存木造住宅耐震補
強：対象経費の1/2以
内（上限100万円）
②耐震シェルター等設
置：対象経費の1/2以
内（上限20万円）

①建築物の耐震補強等を希望する住
宅の所有者
②耐震診断の総合評点が1.0未満の
既存木造住宅であること

消防団員準中型
自動車免許取得
費補助

①普通自動車免許を所
持している方であっ
て、準中型以上の免
許の取得に係る経費
　（上限15万円）
②普通自動車免許（オー
トマチック限定免許）を
所持している方であ
って、準中型以上の
免許の取得に係る経
費（上限17万円）

阿南町消防団員（普通自動車免許を
所持している方であって、準中型免
許を必要とする方）

事業区分

総務課
22-2141

民生課
22-4051

住民税務課
22-4052

振興課
22-4055

建設環境課
22-4053

教育委員会
22-2270

対象者 問合せ先支援内容
特殊詐欺等被害
防止対策機器購
入

建設環境課
環境水道係

迷惑通話の内容を自動
的に録音する電話機及
び電話機に接続して用
いる機械購入費の2/3
（上限5,000円）

65歳以上の方
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　Ⅰ-ⅲ　交通

Ⅰ　くらし・コミュニティ・交通

　Ⅰ-ⅰ　くらし・移住定住

　Ⅰ-ⅱ　コミュニティとまちづくり

事業区分 対象者
ＵＩＪターン
就業・創業支援

問合せ先
総務課
企画財政係

支援内容
①世帯：100万円
②単身： 60万円

三大都市圏から町内に移住し、県が
認定した事業に就職した方

空き家利用促進 補助対象費の1/2以内
  （上限 改修 100万円
　　　　解体　50万円）

空き家の所有者

かえっておいな
いよ奨励金

振興課
商工観光係

50歳未満のUターン者
12万円

町出身者でＵターンし、町内に住所
を有し、町内外の事業所へ就職又は
起業した方（６月以上）

就労祝い金 20万円新卒者で町内に住所を有し、町内外
の事業者に常用労働者として６月以
上雇用された方

住宅リフォーム
補助

建設環境課
環境水道係

補助対象経費の2/10
（上限20万円）

①個人住宅の増築・改築等の希望者
②工事費が20万円（消費税を含む）
以上のリフォーム

住宅新築補助 ①新築100万円（地元業
者施工の場合は150万
円）
②土地取得費用の1/2
（上限100万円）

65歳未満で、町内への住宅の新築
希望者

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
集会施設等整備
支援

総務課
企画財政係

補助対象費の8/10以内
（上限 新築700万円

改築200万円
改修100万円）

集会施設等
（改修資材等の原材料支給可）

まちづくり事業 補助対象費の7/10以内
（３年間で100万円上
限）

町内在住者で組織する地域づくり団
体等

協働のまちづく
り活動

補助対象費の7/10以内
（上限30万円/年、３年
間継続可）

集落区や複数の集落

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
タクシー券交付 総務課

企画財政係
タクシー券購入費用の
8/10

町内移動又は町内からＪＲ温田駅も
しくは門島駅への移動にタクシーを
利用する方

運転免許返納者
対策

南部公共バス・町民バ
スの利用料無料

運転免許証を返納した方
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Ⅱ　子育て・教育・文化

　Ⅱ-ⅰ　子育て

　Ⅱ-ⅱ　学校教育

　Ⅱ-ⅲ　社会教育・スポーツ・文化

事業区分 対象者
結婚祝金　※

問合せ先
住民税務課
住民係

支援内容

事業区分 対象者 問合せ先支援内容

事業区分 対象者 問合せ先支援内容

１組10万円町に居住及び住所を有する夫婦

青少年健全育成 教育委員会
社会教育係

定額（毎年度）各地区子ども会育成会

特色ある学校づ
くり

教育委員会
子ども教育
係

定額（毎年度）町内小中学校 ６校

チャイルドシー
ト購入補助　※

チャイルドシート購入
費（上限３万円/件）

町に居住及び住所を有する６歳未満
の子どもの保護者

卒業祝金 教育委員会
子ども教育
係

生徒一人当たり5万円
（商品券）

中学校を卒業する生徒の保護者

修学資金利子補
給金

指定金融機関からの借
入基準額の利子相当分

教育ローンや奨学金を利用している
方

高校通学等補助 補助対象費の4/10以内バス・電車を利用して通学、下宿ア
パートを利用している町内の高校生

社会教育活動 教育委員会
社会教育係

定額（毎年度）
④の上限額：75,000円

①公民館
②社会教育団体
③文化財保存団体
④少年少女スポーツ団体

出産祝金　※ １子につき20万円出産時に町に居住及び住所を有する
父母で、親子ともに住所を有して同
居し、子の養育及び監護を行う父母

※　町に永住意思のある方
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　Ⅴ-ⅳ　生活基盤

　Ⅴ-ⅴ　防災
事業区分 対象者 問合せ先支援内容

自主防災組織施
設整備

総務課
危機管理
防災係

防災の資機材整備事業
費の3/4以内
（上限30万円）

自主防災組織

飲料水タンク設
置補助

40ℓ以上の飲料水タン
クの設置
①雨水貯留施設（タン
ク）を併せて設置する
場合：設置費の８割
（上限80万円）
②単体で設置する場
合：設置費の７割
　（上限70万円）

町内に住所を有する個人で、自らが
所有する建物等に飲料水タンクの設
置を行おうとする方又は建築物の所
有者の同意を得た占有者

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
生産・生活基盤
整備

振興課
農政係

①田畑98％、井水95％、
　用水路95％、
　ため池95％
②95％
③95％
④１件50万円以上（除
消費税）の50％以内
（上限50万円）
⑤発電機１件100万円以
上（除消費税）の1/3
以内
　（上限100万円）

①災害で被災した農地、井水等の復
旧希望者
②農地の区画整理、暗渠排水等の工
事希望者
③農道、農業用作業道整備（幅員
1.5ｍ以上）
④畜舎及び付帯施設の新改築事業
⑤農家が災害に備えるための防災設
備

建設環境課
建設林務係

①宅地90％
　（上限100万円）
※管理された宅地の場
合は事業費の50％
　（上限100万円）
※町内に住所が無い
方は、事業費の50
％以内
　（上限30万円）
②事業費の90％
③事業費の50％
　（上限30万円）

①災害で被災した宅地等の復旧希望
者　
②私道の舗装、排水等の工事希望者
③地下からの不明水、浸透水等の湧
水に対し、処理工事（暗渠排水）
をする場合。

地元施工工事補
助

振興課
農政係
建設環境課
建設林務係

小規模の農道・水路・
町道・林道の改修や修
繕を行うためのコンク
リートや黒パイプなど
の原材料支給及び重機
やトラックなどの借上
料に対して予算の範囲
内で補助する。

小規模の農道・水路・町道・林道の
改修や修繕を行う区、管理組合
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Ⅴ　環境・防災・安全

　Ⅴ-ⅰ　環境保護・保全

　Ⅴ-ⅲ　エネルギー

　Ⅴ-ⅱ　上下水道

生ごみ処理機購
入

購入費の1/3（上限２万
円）

①生ごみ処理機の購入希望者
②購入金額が３万円（消費税除く）
以上の機種

下水道施設整備 工事費用の8/10以内農集排新規加入者で、本管から公共
マスまでの新設工事希望者

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
雨水貯留施設設
置

建設環境課
環境水道係

補助対象経費の1/2
①100ℓ～500ℓ未満
（上限25,000円）
②500ℓ以上（上限５万
円）
※１敷地内の上限10
万円

雨水貯留施設の設置希望者
①建築物の雨どい等に接続し、架台
等で固定されていること
②貯留槽の容量が100ℓ以上かつ
「15ℓ×世帯人数×３日」を超
えること
※タンク単体のみの購入は対象外

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
太陽光発電シス
テム設置

建設環境課
環境水道係

①発電能力１キロワッ
ト当たり５万円
　（上限12万円）
②システムに要した経
費の1/3
　（上限30万円）

①自宅の屋根等に10キロワット未
満の太陽光発電システム設置希望
者
②自己の所有する太陽光発電システ
ムで発電した電気を蓄電し、ZEH
の対象蓄電池を設置するもの

太陽熱温水器設
置

設置費の1/3
（上限５万円）

太陽熱温水器の設置希望者

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
水道施設整備 建設環境課

環境水道係
①、②工事費用の8/10
以内　
③工事費用の9/10以内

①水道新規加入者で、本管から量水
器までの新設工事希望者
②水道加入者で、増圧ポンプの設置
希望者
③水道給水区域外に居住する住宅及
び住所を有し、永住の意思がある方
で、井戸等の給水施設工事希望者

合併処理浄化槽
等設置整備

①５人槽 342,000円
　７人槽 414,000円
　８人槽以上の二世帯
　住宅 537,000円
②補助対象経費の2/3
ア使用開始から２年を
経過している送風機
の更新（上限３万円）
イ更新設置から２年を
経過している送風機
の更新（上限３万円）
ウ送風機修繕等
　（上限１万円）

①農集排区域外の方で、合併処理浄
化槽等の設置希望者
②合併処理浄化槽を設置し、主に居
住を目的とした住宅で５～10人
槽以下の合併処理浄化槽の管理者
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Ⅲ　医療・福祉・健康

　Ⅲ-ⅰ　医療
事業区分 対象者 問合せ先支援内容

めばえ支援 民生課
健康支援係

不妊治療に係る保険診
療適用外の検査費及び
診療費の1/2以内（上限
15万円）

１年以上住所を有し、医師から不妊
症と診断され不妊治療を行っている
方

医療技術者等確
保対策奨学金返
還

奨学金返還月額の全額
（上限15,000円/月）
※町外者は、50％（上限
7,500円/月）

町内医療機関・福祉施設に医療技術
者として勤務し、奨学金返還を行っ
ている40歳未満の方

おたふくかぜ予
防接種

接種費用の半額１歳以上７歳未満

医学生・看護師
等修学資金貸与

医師：月額20万円以内
看護師等：月額５万円
以内

将来、町内の医療機関に医師、看護
師等として従事しようとする方

妊婦のための支
援給付（旧出
産・子育て応援
給付金）

１回目：５万円
（妊娠届出後）
２回目：５万円×胎児
の数（出産予定日の８
週間前の日以降）
※流産・死産・人工
妊娠中絶も対象

妊婦対象
①経済的支援
②相談支援事業

高齢者インフル
エンザ予防接種

個人負担1,000円65歳以上の方又は60歳以上65歳未
満で、心臓、腎臓又は呼吸器に病気
のある方

高齢者肺炎球菌
予防接種

個人負担1,500円
※１回限り

未接種の方で、接種日に満65歳以
上の方又は60歳以上65歳未満で、
心臓、腎臓又は呼吸器に病気のある
方
※66歳以上の方も令和９年３月31
日までは対象となります。

帯状疱疹予防接
種

接種費用の８割
①生ワクチン（乾燥弱毒
性生水痘ワクチン）
　：１回
②不活化ワクチン（乾
燥組換え帯状疱疹ワ
クチン）：２回（２
回目は１回目の接種
から原則２か月後、
遅くとも６か月後ま
でに接種する）
※①②いずれか、所定
回数限り

①任意接種
・50歳以上の方

②定期接種
・65歳以上で一定の年齢の方
　65歳・70歳・75歳・80歳
　85歳・90歳・95歳・100歳
※100歳以上の方は今年度に限る
・60歳以上65歳未満の方で心臓・
腎臓・若しくは呼吸器に病気のある
方、ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能に障害のある方

児童インフルエ
ンザ予防接種

個人負担
１回目 2,500円
２回目 1,500円

１歳から15歳まで
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　Ⅲ-ⅱ　地域福祉・高齢者福祉・障がい者福祉

民生課
健康支援係

民生課
福祉係

社会福祉協議会
運営助成

運営費助成阿南町社会福祉協議会

シルバー人材セ
ンター運営補助

運営費補助阿南広域シルバー人材センター
事業区分 対象者 問合せ先支援内容

事業区分 対象者 問合せ先支援内容

介護職員実務者
研修受講料

１人当たり受講料の
8/10に相当する額と10
万円のうち、いずれか
低い額

町内に所在する介護事業所等に勤務
し、実務者研修の受講を希望する方

アピアランスケ
ア助成

助成対象経費の1/2
（上限２万円）
1,000円未満切り捨て
①頭髪補整具（ウィッ
グ、毛付防止等）
　：１回
②乳房補整具（補正パ
ッド、補正下着、人
口乳房等）：左右１
回ずつ
③その他（補正用人工
物）：１回

がんと診断され、がんの治療（手術、
薬物治療、放射線療法等）を受けた
方、または現に受けている方
令和６年４月１日以降に購入した補
整具が対象となります。

腎不全療養者通
院費

通院費の1/2
※自家用車の場合は、
普通自動車 1L/10㎞
軽自動車 　1L/15㎞

腎不全患者（人工透析患者）

介護事業所等の
遠距離通勤支援

①通勤手当の額と、片
道通勤距離29キロメ
ートルの通勤手当相
当額の差額
②通勤手当とは別に遠
距離通勤に対する手
当を支給した額

遠距離通勤者（片道30キロメート
ル以上の方）に対し通勤手当及び通
勤手当とは別に手当を支給している
町内に所在する介護事業所等を運営
する法人

生活環境改善 町内取扱店で購入した
エアコン購入費用の1/2
（上限５万円）

住民税非課税の75歳以上独居・高
齢者世帯

高齢者・障害者
の住宅改良

浴室・トイレ・居室等
の改修費の9/10
（上限63万円）

①65歳以上の要介護認定者
②65歳未満の身体障害者手帳所有
者 ※世帯所得制限あり

配食サービス 事業所が提供する配食
サービス費 １食350円
（１日１食まで）

①65歳以上の独居、高齢者世帯で、
食事の調理・調達が困難な方
②町長が必要と認めた障がい者

介護保険居宅サ
ービス利用料負
担軽減

前年度利用料の1/2をあ
なん福祉商品券にて助
成（予算額の範囲内）

前年度の介護保険居宅サービス利用
者のうち利用料が一定額を超えた方
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中小企業退職金
制度加入促進

雇用した方１人当たり、
１か月1,000円を補助
（３年間まで）

制度に加入している事業主の方

雇用奨励金 １人25万円新卒者を６月以上常用雇用した町内
事業者

　Ⅳ-ⅳ　商業・工業

振興課
商工観光係

商店街街路灯維
持

街路灯電気料の1/2阿南町商工会新野及び富草支部、早
稲田商栄会

がんばる企業応
援

工場の増改築等を行う
場合に要する経費の1/2
以内（上限1,000万円）

町内で５年以上操業を続ける製造業
を営む企業

商工会自主事業 商工会の自主的事業に
対する補助（支部活
動・イベント・健診・
厚生事業等）

阿南町商工会

商工会経営改善
普及事業

商工会の小規模支援事
業職員設置費等に対す
る補助

阿南町商工会

商工業機械備品
リフレッシュ

機械備品の導入費用10
万円以上の6/10以内
（上限30万円）

町内で営業している商工業を営む方
で機械備品の更新等をする方

商店等リフレッ
シュ

事業費10万円以上（除
消費税）の6/10以内
（上限30万円）

町内で営業している商工業を営む方
で店舗リフレッシュ工事及びリフレ
ッシュに伴う広告宣伝費

創業支援資金利
子補給

金融機関に支払った利
子分

長野県中小企業融資制度に定める創
業支援向け融資を受けた方

来客用駐車場等
整備

事業費7/10以内（上限
100万円）

来客用の駐車場を整備した、町内で
商工業を営む方

県中小企業融資
制度資金保証料
助成

融資に対する保証料助
成

町内で商工業を営む方

商工業用店舗工
場新改築

借入金額の1/10以内
（上限100万円）

店舗や工場を新・改築するため
1,000万円以上の資金を借り入れた、
町内で商工業を営む方

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
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しいたけほだ木
造成支援

補助対象となるしいた
けほだ木の本数：80本
以上
しいたけほだ木１本当
たり200円を乗じて得た
額（上限20万円）

町内で原木しいたけを生産する方

松くい虫予防対
策

森林以外（庭木・墓地な
ど）にある松を対象とし
て、松くい虫予防のた
め、樹幹注入剤購入費
の50％以内

町内に住所を有する方

荒廃竹林等整備
促進事業あっせ
ん

自走式木材粉砕機の無
償利用をあっせんする。
対象竹林等は、道路・
河川・公共施設・人家
に隣接する竹林等とす
る。
対象竹林等の面積は、
１アール以上

区、組、任意団体（以下「区等」と
いう。）で、その区等が属する区長
の承認を受けた区等

建設環境課
建設林務係

有害鳥獣駆除 ①有害鳥獣等駆除補助
　定額（スズメバチは、
女王蜂１匹当たり100
円以内）
②捕獲檻購入補助
　購入経費の4/10（上
限10万円）

③新規狩猟免許取得補助
　免許取得経費の1/2
④有害鳥獣駆除従事者
講習会補助
　講習会受講経費

猟友会各支部
ただし、スズメバチ駆除及び新規狩
猟免許取得補助は町内に住所を有す
る方

みどりの少年団
活動

定額（毎年度）阿南みどりの少年団

有害鳥獣等捕獲
檻設置及び管理

①サル大型捕獲檻の購
入・設置
　国・県の補助を受け
て実施したサル大型
捕獲檻の購入・設置
事業について、購
入・設置に係る経費
から国・県の補助金
の額を控除した額
②サル大型捕獲檻の管
理
　サル大型捕獲檻の管
理に関する費用（一
つの檻当たり年間４
万円）
③捕獲檻購入補助事業
（サル大型捕獲檻以外）
　捕獲檻購入費に係る
経費の4/10（購入費
10万円を上限）

（支援内容①及び②）
阿南町有害鳥獣駆除対策協議会
（支援内容③）
町内に住所を有し、かつ、町内猟友
会に入会し、有害鳥獣捕獲従事適格
者に推薦されている方

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
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　Ⅲ-ⅲ　健康プラン

民生課
福祉係

事業区分 対象者 問合せ先支援内容

事業区分 対象者 問合せ先支援内容

人間ドック受診
費用

民生課
健康支援係

23,000円（１年に１回）
※社保の方は、健保か
らの補助がない場合
に限る。
※国保の方が阿南病院
を受診した場合自己
負担額は、11,693円

40歳～74歳の方

脳ドック費用 受診費用の半額
補助対象医療機関は、
阿南病院、瀬口脳神経
外科病院

当該年度中に41・46・51・56・
61・66・71歳になる方

後期高齢者人間
ドック受診費用

２万円（１年に１回）後期高齢者医療保険に加入の方

歯科健診費用 個人負担はありません。当該年度に20・30・40・50・60・
70歳になる方

軽度・中等度難
聴児補聴器購入
費等助成

国の定める基準額又は
購入費用のいずれか低
い額の2/3

聴力レベルが、身体障害者手帳の交
付対象外である18歳未満の方
※専門医による診断が必要

障害高齢者通院
支援

福祉有償運送サービス
の利用料
（上限１万円/年）

70歳以上の障がい高齢者（認知症
も含む）

シニアクラブ活
動助成

連合会 473,000円
単位クラブ 50人以上
 44,000円
 50人未満
 26,000円

町シニアクラブ連合会
単位シニアクラブ

福祉医療 １レセプト当たり300円
を超える金額

①乳幼児（0歳～小学校入学まで）
②児童（小学生～18歳）
③障がい者　※要件あり
④母子家庭の母子等・父子家庭の父
子等（18歳未満又は条件により
20歳未満の児童を扶養している
父母とその子
⑤特定疾患治療者
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Ⅳ　産業振興・雇用創出

　Ⅳ-ⅰ　都市との交流

　Ⅳ-ⅱ　農業

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
グリーンツーリ
ズム推進

振興課
商工観光係

①簡易宿所営業許可に
係る旅館業経営許可
申請手数料補助
　１件当たり20,000円
②簡易宿所営業許可に
係る旅館業経営承継
承認申請手数料補助
　１件当たり 6,000円

町内に住所を有し、町内において農
業体験民宿事業を行う方

事業区分 対象者 問合せ先支援内容
あなんの農産物
を出荷して販売
しよう事業

振興課
農政係

①大豆を町指定加工事
業者へ出荷した場合
　出荷量１㎏当たり
　１級450円 ２級400円
　３級350円 格外200円
②農業施設等整備　
ア：パイプハウス（50
㎡以上）事業費10万
円以上の5/10以内
（上限100万円）
イ：冬期間の出荷作
物の拡大や寒さ対
策に必要な附帯設
備費用（50㎡以上）
事業費10万円以上
の5/10以内（上限
50万円）

①基礎型　出荷販売促進事業
　町内に住所と農地を有し、基幹農
産物を出荷及び販売する方又は団
体
②拡大型　農業施設等整備事業
　町内に住所と農地を有し、高収益
農作物を導入し、出荷及び販売す
る方
※①、②のいずれも専ら家庭で消
費する農作物の生産者は除く。
※②アは、長野県農業共済組合等
の施設園芸に加入するか、加入
ができない場合は本人負担で修
繕を行うこと。
※②の補助を受けた後、３か年は
収支報告書の提出が必要。

農地流動化促進 ①町内に住所を有する
方：10アール当たり
10,000円
②町外に住所を有する
方：10アール当たり
5,000円

農地を借り受けて町内で農業に従事
する方

農業機械等導入 ①農業用機械の導入
　事業費100万円以上の
2/3以内（上限500万
円）
②農業用施設の新設及
び改修
　事業費100万円以上の
1/2以内（上限500万
円）

町内に住所を有し、新たに事業を行
うために農業機械等を導入する認定
新規農業者等又は認定農業者等
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　Ⅳ-ⅲ　林業

振興課
農政係

建設環境課
建設林務係

森林造成 当該事業に要する経費
の10／10以内の額。た
だし、国及び県の補助
を受けて実施する事業
の場合は、事業費から
交付を受けた国及び県
の補助金の額を控除し
た額

森林経営計画を樹立し、認定を受け
た事業体（森林組合等）

林業機械導入 県要綱に基づく高性能
林業機械の導入事業費
に別に定める率を乗じ
た額

・町内に事務所を有する林業事業体
・長野県が定める高性能林業機械導
入推進補助金交付要綱（以下「県
要綱」という。）に基づく補助金
の交付を受け、高性能林業機械を
導入する事業体

事業区分 対象者 問合せ先支援内容

事業区分 対象者 問合せ先支援内容

有害鳥獣防除柵
等設置

事業費３万円以上の
5/10以内（上限50万
円）

５アール以上の農地を有する方

遊休荒廃農地活
性化対策

10アール当たり３万円
以内

遊休荒廃農地を取得又は３年以上利
用権設定をした農業従事者又は団体

畜産人工授精振
興

牛の人工授精１回当た
り5,000円（１頭当たり
２回まで）

畜産事業者で町税の滞納がない方

新規就農研修給
付金

研修期間中月額４万円
（最長２年間）

長野県及び全国農業会議所が実施す
る指定された研修を受ける方（５年
以上農業に従事することが条件）

養鶏振興 ニューカッスル病予防
ワクチン投与又は購入
に要する経費の1/2以内

町内に住所を有し、町内で養鶏業を
営み、町税の滞納がない方

農業振興補助金 １
ア：１頭につき５万円
以内

イ：掛金の1/3以内
ウ：掛金の2/10以内
エ：掛金の3/10以内
　　（上限５万円）
２：処理費用の1/3以内

１経営安定事業
ア：導入した乳牛、肉用繁殖牛、肉
用肥育牛に係る運賃・輸送保険
の費用補助

イ：野菜価格安定基金の掛金に要す
る経費

ウ：果樹共済掛金に要する経費
エ：収入保険加入掛金に要する経費
２農業経営環境保全対策事業
　農業用廃プラスチック適正処理に
係る経費


